
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立病院機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

事（非常勤）

法人の評価が標準の場合における業績年俸の評価率を改正した。

法人の評価が標準の場合における業績年俸の評価率を改正した。

平成19年度の厚生労働省独立行政法人評価委員会の当法人の評価項目毎の評価が全

項目「Ａ」以上であったことから、役員報酬規程では、業績年俸の評価率を110/100までの

増額ができるところ、平成１9年度決算における各病院の収支状況などを考慮して、全役員

の業績年俸の評価率を100/100として、前年度並みとした。

別 添
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

23,501 14,532 6,644 2,325 （地域手当）
４月１日
（再任）

千円 千円 千円 千円

1,908 （地域手当）

128 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

483 （地域手当）

△ 6 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,167 （地域手当）

60 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

４月１日
（再任）

４月１日
（再任）

7月11日

7月11日5,984

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

前職

Ｃ理事 10,833

＊

Ｂ理事

A理事 19,418 11,928 5,453

3,023 2,484 ◇

7,293 2,312 ◇

なし。

法人の評価が標準の場合における業績年俸の評価率を改正した。

なし。

千円 千円 千円 千円

1,618 （地域手当）

61 （通勤手当）

４月１日
（再任）

Ｄ理事 16,421 10,116 4,625 ＊
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千円 千円 千円 千円

1,618 （地域手当）

110 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,618 （地域手当）

193 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,440 1,440 （　　　　）
４月１日
（再任）

＊

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440 （　　　　）
４月１日
（再任）

千円 千円 千円 千円

1,397 （地域手当）

176 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,440 1,440 （　　　　）
４月１日
（再任）

注１：「地域手当」とは、民間の賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給して
　　　いるものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：上記の他、当法人の病院長又は副院長が本務であるため、役員報酬が支給されない非常勤
　　　理事が７人いる。
注４：「Ｂ理事」の通勤手当の支給額が負の値となっているのは 平成２０年３月に支給した通勤手当

４月１日
（再任）

4,625

Ｂ監事
（非常勤）

14,304

Ｅ理事 16,469 10,116 4,625 ◇

＊

Ｈ理事
（非常勤）

A監事

4月1日

8,736 3,994 4月1日

Ｆ理事

Ｇ理事
（非常勤）

16,552 10,116
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注４：「Ｂ理事」の通勤手当の支給額が負の値となっているのは、平成２０年３月に支給した通勤手当
　　　（６ヶ月定期券分）について、平成２０年７月の退任に伴い返納が生じたためである。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

6,501 4 0 平成20年3月31日 1.2 ＊

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入している。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

摘　　要

監事

法人の長

A理事

法人での在職期間

平成１９年度退職者であるが、平成２０年
１２月に業績勘案率決定のため平成２０
年度に退職手当支給。
業績勘案率は厚生労働省独立行政法人
評価委員会の決定による。

- 2 -



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

　① 人件費管理の基本方針

第１期中期計画における人事に関する計画として、「良質な医療を効率的に提供していくため、医

師、看護師等の医療従事者数については、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応す

る。」、「技能職等の職種については、業務の簡素化・迅速化、アウトソーシング化等による効率化

を図る。」こととしており、当該計画に基づき、適切な人員配置に努めるとともに業務委託について

もコスト低減に十分配慮した有効活用を図ること等により、中期目標期間中、人件費率と委託費率

を合計した率について、業務の量と質に応じた病院運営に適切な率を目指して抑制を図る。

職員の給与水準は、独立行政法人通則法第57条第３項の規定に基づき、一般職の職員の給与に

関する法律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを

考慮して決定している。

中央省庁等改革基本法第３８条第１項第６号の規定等に基づき、職員の業績を給与に反映してい

る。
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〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

救急医療業務に従事する医師等の給与改善[H20.4.1改正]
　①　夜間・休日の救急患者への診療等のための呼出に備えて、自宅等で待機を行う医師及び
　　看護師等の医療職職員に対する手当として、救急呼出待機手当を創設した。

　②　医師派遣手当の対象範囲の見直し
　　・　医師確保困難な国立病院機構の病院への医師派遣時の手当額を改善した。
　　・　国立病院機構の病院間での診療連携・機能補完のための医師派遣について、支給対象に
　　　加えた。

給与種目 制度の内容

賞与：業績年俸
院長及び医長以上の医師について、前年度の業務の実績を考慮の上、80/100から
120/100の範囲内で定める割合を前年度の業績年俸に乗じた額を支給

賞与：業績手当
（業績反映部分）

常勤職員（年俸制職員を除く。）について、業績に応じて定める割合を算定基礎額に乗じた
額を支給

賞与：業績手当
（年度末賞与）

当該年度の医業収支が特に良好な病院の職員に対して、職員の業績に応じて、定める割
合を算定基礎額に乗じた額を支給

基本給：昇給 常勤職員（院長を除く）の勤務成績に応じて、５段階の昇給を行う。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況（年俸制適用者以外）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

36,529 39.3 5,416 3,988 65 1,428
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,401 42.4 6,486 4,749 97 1,737
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 48.0 7,941 5,790 47 2,151
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,555 40.0 10,731 8,252 66 2,479
人 歳 千円 千円 千円 千円

24,235 37.5 4,942 3,626 55 1,316
人 歳 千円 千円 千円 千円

4,611 40.9 5,684 4,179 97 1,505
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,281 51.2 5,146 3,731 67 1,415
人 歳 千円 千円 千円 千円

405 42.9 7,018 5,082 83 1,936
人 歳 千円 千円 千円 千円

681 41.7 5,473 4,030 73 1,443
人 歳 千円 千円 千円 千円

354 35.9 3,477 2,622 64 855

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：上記の「医療職種（病院医師）」については 年俸制が適用される医長以上の医師は含まれない

福祉職種
（児童指導員等）

療養介助職種

事務・技術

区分

常勤職員

うち所定内人員

研究職種

教育職種
（看護師等養成所職員）

技能職種
（看護補助者等）

うち賞与平均年齢
平成20年度の年間給与額（平均）

総額

医療職種
（病院医師）

医療職種
（医療技術職）

医療職種
（病院看護師）
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注２：上記の「医療職種（病院医師）」については、年俸制が適用される医長以上の医師は含まれない。

注３：「教育職種（高等専門学校教員）」については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注１：医療職種（病院看護師）については、該当者が２人以下のため、個人の情報が特定されるおそれのあることから、

　　　人員以外は記載していない。

注２：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

注１：医療職種（病院看護師）については、該当者が２人以下のため、個人の情報が特定されるおそれのあることから、

　　　人員以外は記載していない。

注２：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

・「在外職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、表を記載していない。

・平成20年度を通じて在職し、かつ、平成21年4月1日に在職する職員（休職等により給与が減額された者を除く）
　の状況である。

　①　職種別支給状況（年俸制適用者）
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,163 51.4 15,144 11,211 86 3,933
人 歳 千円 千円 千円 千円

127 61.1 18,753 13,121 89 5,632
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,036 50.8 14,919 11,092 86 3,827

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：「在外職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、表を記載していない。

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

再任用職員

医療職種
（病院看護師）

任期付職員

常勤職員

院長

在外職員」、 非常勤職員」 該当す 職員 、表 記載 。

注３：平成20年度を通じて在職し、かつ、平成21年4月1日に在職する職員（休職等により給与が減額された者を除く）
　　　の状況である。

注４：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。
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②

（事務・技術職員）

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
平均年齢人員分布状況を示すグループ

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師））〔在外
職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均
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2,000 
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6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

人千円
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第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　 ・本部課長 30 49.2 9,634 9,905 10,297

　 ・本部係員 50 28.3 3,463 3,731 4,075

　 ・地方係長 1,134 43.4 5,455 6,497 7,604

（研究職員）

注：各年齢階層の在職人員が２人以下のため、個人の情報が特定されるおそれのあることから、グラフに表示していない。

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

 　・研究室長 3 52.8 － 8,595 －

　 ・研究員 2 － －

注１：本法人には、本部課長相当職が置かれていないため、原則として「本部課長」を掲げるところ、代わりに「研究室長」を

代表的に職位として掲げた また 「主任研究員」に該当する職員は存在しないため 表示していない

平均年齢人員分布状況を示す

人員 平均平均年齢

平均

分布状況を示すグループ

0
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３２－３５
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３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

人千円

　　　代表的に職位として掲げた。また、「主任研究員」に該当する職員は存在しないため、表示していない。

注２：研究室長の在職人員が３人のため、第１・第３分位を表示していない。

注３：研究員の在職人員が２人のため、個人の情報が特定されるおそれのあることから、人員以外を表示していない。
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（医療職員（病院医師））

（医療職員（病院医師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　・診療科長 1,413 48.9 13,472 14,196 14,932

　 ・医師 1,555 40.0 9,827 10,665 11,576

注：上記の医療職員（病院医師）には、年俸制が適用される医長以上の医師が含まれる。以下、④及び⑤において同じ。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均
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第１四分位

人千円
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（医療職員（病院看護師））

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　 ・看護師長 1,527 49.0 7,002 7,385 7,788

　 ・看護師 19,169 35.0 3,819 4,534 5,316

注：上記の医療職員（病院看護師）には、任期付職員（１人）が含まれる。

平均分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
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第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

人千円
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

標準的 一般職員 係長 班長（地方） 課長（地方） 事務長 事務部長 事務部長 事務部長
な職位 主査（本部） 係長（本部） 専門職（本部） 課長 課長（本部） 部長（本部） 部長（本部）

人 人 人 人 人 人 人 人 人

2,401 595 841 456 84 334 80 8 3
（割合） （24.8%） （35.0%） （19.0%） （3.5%） （13.9%） （3.3%） （0.3%） （0.1%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59
～
20

59
～
28

59
～
36

59
～
41

59
～
33

59
～
40

59
～
55

58
～
47

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,446
～

1,763

5,694
～

2,608

6,992
～

3,832

7,180
～

5,497

8,178
～

5,642

8,876
～

6,326

8,859
～

6,823

9,429
～

9,086
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,993
～

2,479

7,667
～

3,768

9,333
～

5,393

9,521
～

7,347

11,229
～

7,630

12,465
～

8,841

12,583
～

10,067

13,365
～

12,986

（研究職員）

区分 計 １級 ２級 ３級

標準的 研究員 研究室長 研究部長
な職位

人 人 人 人

6 2 4 0
（割合） （33 3%） （66 7%） （0 0%）

 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職
員（病院看護師））

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員

人員
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（割合） （33.3%） （66.7%） （0.0%）
歳 歳 歳

56
～
47

千円 千円 千円

6,587
～

6,091
千円 千円 千円

9,211
～

8,203

注：１級の在職人員が２人のため、当該個人の情報が特定されるおそれのあることから、人員以外の事項については記載していない。

（医療職員（病院医師））

区分 計 医療職（一）

標準的 一般医師
な職位

人 人

1,555 1,555
（割合） （100.0%）

歳

64
～
29

千円

11,701
～

5,284
千円

14,713
～

6,908

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員
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（医療職員（病院医師（年俸制職員）））

区分 計 副院長等年俸１級 副院長等年俸２級

標準的 部長

な職位 医長
人 人 人

2,036 1,714 322
（割合） （84.2%） （15.8%）

歳 歳

67
～
33

67
～
40

千円 千円

14,535
～

6,544

14,791
～

9,794
千円 千円

21,662
～

9,508

20,845
～

12,360

（医療職員（病院看護師））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 准看護師 助産師 副看護師長 看護師長 副看護部長 看護部長 看護部長
な職位 看護師 副総看護師長 総看護師長

人 人 人 人 人 人 人 人

24,235 1,175 19,209 2,050 1,524 155 100 22
（割合） （4.8%） （79.3%） （8.5%） （6.3%） （0.6%） （0.4%） （0.1%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59
～

59
～

59
～

59
～

58
～

59
～

62
～

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

人員

年齢（最高
～最低）

副院長
統括診療部長
臨床研究ｾﾝﾀｰ長
臨床研究部長

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）
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23 22 28 32 44 49 53
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,454
～

2,040

5,571
～

2,236

5,744
～

2,866

6,822
～

3,698

7,182
～

5,251

8,334
～

5,986

9,382
～

6,603
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,040
～

2,776

7,608
～

3,080

7,760
～

4,023

9,005
～

5,081

9,588
～

7,044

11,098
～

8,389

13,211
～

9,346

（医療職員（病院看護師（任期付職員）））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 准看護師 助産師 副看護師長 看護師長 副看護部長 看護部長 看護部長
な職位 看護師 副総看護師長 総看護師長

人 人 人 人 人 人 人 人

1
（割合）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

注：医療職員（病院看護師（任期付職員））における該当者は１人のため、当該個人の情報が特定されるおそれのあることから、

　　「職級」及び「標準的な職位」を除き記載していない。

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

56.2 57.8 57.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.8 42.2 43.0

％ ％ ％

         最高～最低 53.5～29.4 53.1～28.0 49.9～33.8
％ ％ ％

63.7 65.4 64.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.3 34.6 35.4

％ ％ ％

         最高～最低 48.2～32.4 44.9～25.9 46.1～29.6

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55.7 56.5 56.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.3 43.5 43.8

％ ％ ％

         最高～最低 45.8～41.8 52.2～38.1 49.4～39.8
％ ％ ％

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職
員（病院看護師））
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％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

注：一般職員における該当者が２人であることから、当該個人の情報が特定されるおそれがあることから、記載していない。

（医療職員（病院医師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

0.7 0.2 0.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 99.3 99.8 99.6

％ ％ ％

         最高～最低 100～35.1 100～31.2 100～33.3
％ ％ ％

63.3 64.9 64.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.7 35.1 35.9

％ ％ ％

         最高～最低 41.8～28.1 45.0～27.4 42.9～30.4

注：管理職員に該当する者について、一般医師が平成２０年度内に昇任により副院長等年俸制になった職員が含まれている。

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55.6 56.8 56.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.4 43.2 43.7

％ ％ ％

         最高～最低 53.1～31.0 52.6～30.0 50.0～32.8
％ ％ ％

63.2 64.2 63.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一般
査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.8 35.8 36.3

％ ％ ％

         最高～最低 44.5～28.0 57.1～24.8 46.6～30.0

般
職員
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⑤

（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職（一）） 97.7
対他法人 91.3

（研究職員）
対国家公務員（研究職） 81.7
対他法人 81.3

（医療職員（病院医師））
対国家公務員（医療職（一）） 116.8

（医療職員（病院看護師））
対国家公務員（医療職（三）） 94.0

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対国家公務員　　  ９７．７

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

項目 内容

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究職員／医
療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師）)
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地域勘案　　　　　　 １０２．０

参考 学歴勘案　　　　　　 　９８．１

地域・学歴勘案　　　 １０２．１

○研究職員

地域勘案　　　　　  　８２．６

参考 学歴勘案　　　　　　　８４．６

地域・学歴勘案　　　　７８．８

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　6.3％
（国からの財政支出額　528億円、支出予算の総額　8,443億円：平成20年
度予算）

【検証結果】
当法人の事務職員の基本給及び諸手当の制度並びにその水準について
は、国の一般職給与法に準じているところであるが、独法移行時に中高年
齢層の一般職員の給与カーブをフラット化するなどの措置を講じたところ
であり、適切な対応を行っていると考えている。

指数の状況

講ずる措置
引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の
給与及び業務の実績などを考慮し適切に対応していく。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　　８１．７

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　6.3％
（国からの財政支出額　528億円、支出予算の総額　8,443億円：平成20年
度予算）

【検証結果】
当法人の研究職員の基本給及び諸手当の制度については、国の一般職
給与法に準じているところであり、適切なものと判断する。

引き続き 般職給与法適用の国家公務員の給与 民間企業の従業員の
講ずる措置

引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の
給与及び業務の実績などを考慮し適切に対応していく。
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○病院医師

地域勘案　　　　　　１０９．８

参考 学歴勘案　　　　　　１１６．８

地域・学歴勘案　　　１０９．８

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　１１６．８

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

①　国の病院医師に対する初任給調整手当においては、医師確保が困難
な地方の手当額がより高くなる制度となっており、機構においてもほぼ準ず
る制度（医師手当）を導入しているところであるが、機構においては、地方
に勤務する職員の割合が高いこと。
　　 （地域手当1～3級地　初任給調整手当・医師手当５種月10万円
　　　人員構成　国　51.0%、機構13.7%）
　　 （地域手当非支給地　初任給調整手当・医師手当 1～3種 月31～
　　　21万円人員構成　国13.7%,機構45.2%）
　　 　注）国の地域手当支給地別人員構成は、平成20年国家公務員給与
　　　　　等実態調査（医療職（一））の公表データより算出
②　当法人の医師の基本給等については、医師確保にかかる当法人の各
病院並びに他の設置主体の状況に鑑みて、国の引下げを行う際にも従前
の水準に据置いたこと。 （国の俸給表の平均改定率　平成17年12月　△
0.3%、平成18年4月給与構造改革　△5.2%)
③　医長以上の医師への年俸制において、前年度の診療によって得られ
た収入の一定割合等を原資として、勤務成績が良好な医師について、各
年度に支給する業績年俸（賞与）を前年度の額の最大１．２倍まで増額で
きる仕組みを導入していること。
　　また、医長以上の医師については、病院における管理職として、国の俸
給の特別調整額に準じた役職手当の支給対象としていること。
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　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　6.3％
（国からの財政支出額　528億円、支出予算の総額　8,443億円：平成20年
度予算）

【検証結果】

医師の確保は、当法人の主たる事業かつ目的である医療の提供に不可欠
であり、また、経営上においても、全収益の約９割を占める医業収益にかか
る基本的かつ重要な事項であり、全国的な医師確保が厳しい情勢を踏ま
えると、医師の処遇の改善が法人の運営上の重要課題の一つとなってい
る。処遇改善への給与面の対応として、基本給等の引下げの見送り、年俸
制による勤務成績の反映など、漸次改善を進めているものであり、適切な
対応であると考えている。
　また、他の設置主体の病院給与を示す資料は次のとおりであり、国立
(国、当法人、労働者健康福祉機構を含み、国立大学法人は含まれない。)
と公立（都道府県・市町村立）・医療法人の給与水準と比較した場合に、民
間病院の医師と大きな格差が生じているところである。
○直近の医療経済実態調査結果（平成19年６月調査）職種別常勤職員１
人当たり平均給料月額等より、一般病院医師の年収を推計
　 　国立　1333万円（100.0）、公立1427万円(107.1)、医療法人1603万円
（120.3）
 

講ずる措置
引き続き、国家公務員の医師の給与、公立・民間医療機関の医師の給
与、当法人の医師確保の状況や医師が確保できない場合に法人の事業
運営に与える影響を総合的に考慮して、適切に対応していく。
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○病院看護師

地域勘案　　　　　　 ９４．９

参考 学歴勘案　　　　　　 ９３．４

地域・学歴勘案　　　 ９３．９

項目 内容

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　6.3％
（国からの財政支出額　528億円、支出予算の総額　8,443億円：平成20年
度予算）

【検証結果】
　当法人の看護師の給与については、民間給与の水準を考慮して、独法
移行時に中高年齢層の一般看護師の給与カーブのフラット化、基本給の
調整額の廃止による特殊業務手当の創設による水準の引下げなど適切な
対応を行ってきたところであるが、看護師の確保については、医師と同様
に厳しい状況にある。
　なお、国の給与水準と比較を行う場合には、当法人の看護師は大多数
が地域手当の非支給地で勤務している（53.0%）が、国においては、非支給
地に所在している国立ハンセン病療養所において、俸給の調整額（平成２
０年度においては、賞与反映分込みで年間　約68万円）が支給されている
という特殊要因がある。

講ずる措置

引き続き、国家公務員の看護師の給与、民間医療機関の看護師の給与、
当法人の看護師確保の状況や確保できない場合に法人の事業運営に与
える影響を総合的に考慮して、適切に対応していく。

指数の状況

対国家公務員　　　９４．０
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○比較対象職員の状況

　・医療職種（病院医師）

　・医療職種（病院看護師）

年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の1,555人及び年俸制適用者に係
る①表（同）の常勤職員欄の医療職種（病院医師）2,036人　　計3,591人
3,591人の平均年齢 46.1歳、平均年間給与額 13,106千円

年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の24,235人及び任期付職員欄の1
人
計24,236人
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項
①人件費の主な増減要因等

（△ 6.7）
退職手当支給額

中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

（11.8） 8,821,73524,899,090

1,235,163 （3.8）

区　　分

11,597,561314,203,948

22,817,734

312,968,784

△ 2,884,704

△ 1,848,388△ 2,445,820 （△ 4.1）56,775,354

（3.9）418,696,126 418,908,811
最広義人件費

△ 212,684 （△ 0.1）

22,272,157 （54.9）

15,686,202

福利厚生費
59,221,175

　第１期国立病院機構中期計画（平成１６～２０年度）において、人件費率等について
『人事に関する計画に基づき、適正な人員の配置に努めるとともに、業務委託についても
コスト低減に十分配慮した有効活用を図ること等により、中期目標の期間中、人件費率と
委託費率を合計した率について、業務の量と質に応じた病院運営に適正な率を目指して抑
制を図る 』とされている

（△ 3.2）

2,626,932
非常勤役職員等給与

（△ 11.2）

（0.4）
給与、報酬等支給総額

比較増△減

24,446,694 △ 1,628,960
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　　（人件費率＋委託費率）　 ※(人件費＋委託費)／医業収益

平成１９年度決算　５７．４％　→　平成２０年度決算　５７．０％（△０．４％）

　○給与、報酬等支給総額の主な増減要因

・ 技能職職員の不補充によるもの

・ 非効率病棟の整理・集約、事務職員の削減等によるもの

・

・ 基本給の調整額の廃止及び手当化によるもの

・

・

・

　○最広義人件費の主な増減要因

・

・ 職員の退職者数の減少によるもの

・ 後期臨床研修医などの非常勤職員数の増加によるもの

・ 麻酔医等の医師を臨時に招聘するための謝金の増加によるもの

医師不足解消に向けた取り組み、救急医等の処遇改善及び地域医療との連携強化
のための体制整備によるもの

平成１６年４月の独法移行時の中高年齢層の一般職員の給与カーブの見直しに伴
う現給保障措置の終了(H19.12.31)による基本給の支給額が減少したことによる

地域医療計画を踏まえた救命救急、周産期等の救急医療をはじめとした政策医療
の推進のための対応、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇
改善等のための体制整備によるもの

恩給公務員期間を有する退職職員に係る負担金（国家公務員共済年金に係る整理
資源）の減少によるもの

人件費が増加する一方で、人件費率等が低下していることは、当法人の経営努力によっ
て、増加した人件費を大きく上回る自己収入を得たことを示している。

心神喪失者等医療観察法、障害者自立支援法等の他の設置主体では代替困難な医
療の体制整備によるもの

制を図る。』とされている。
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　ⅰ）主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組に関する事項

併せて、給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進めること。

　ⅱ）中期目標において設定した削減目標、給与構造改革を踏まえた見直し方針

　ⅲ）上記ⅱ)の進ちょく状況

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

304 525 998 305 957 856 312 968 784 314 203 948
給与、報酬等支給総額

（千円）

②行革推進法、行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

　第１期中期計画において、『今後５年間で５％以上の人件費削減の取組を行う
が、医療法及び診療報酬上の人員基準に沿った対応を行うことはもとより、心神
喪失者等医療観察法、障害者自立支援法等国の制度の創設や改正に伴う人材確保
も含め政策医療の推進のための対応とともに、医療サービスの質の向上、医療安
全の確保及び患者の処遇の改善等にも留意しつつ、適切な取組を行う。併せて、
国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを進
める。』こととしている。

　また、給与構造改革については、国の給与制度の見直しに併せて平成１８年７
月１日から実施した。

年　　　度

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成１
８年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減に向けた取組を行う
こととするが、医療法及び診療報酬上の人員基準に沿った対応を行うことはもと
より、国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含め政策医療の推進のための対応
とともに、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇の改善等に
も留意しつつ、適切な取組を進めること。なお、現（注：第１期）中期目標期間
の最終年度までの間においても必要な取組を行うこと。

総人件費改革の取組状況
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304,525,998 305,957,856 312,968,784 314,203,948

0.5 2.8 3.2

0.5 2.1 2.5

(1) 国立病院機構の平成20年度における総人件費改革の対象となる人件費は、312,063百万円
 　(注)であり、総人件費改革の基準値である平成17年度の人件費304,526百万円と比較すると
 　7,537百万円の増となっている。
(注)総人件費改革の対象人件費から除かれる給与改定分（平成19年度給与改定に伴う2,141百
  万円の増）を除いたもの
(2) 総人件費削減に向けた取組として
　①　技能職の退職不補充
　②　非効率病棟の整理・集約、事務職の削減等
　③　独法移行時の給与カーブの変更・調整額の廃止
　  などを行った結果、削減額は平成18年度から平成20年度までの3年間で16,483百万円とな
  り、総人件費改革の基準値である平成17年度の人件費304,526百万円の5.41％の削減を行っ
  た。
(3) 一方、国立病院機構としての役割を果たすための人件費増として、
　①　他の設置主体では代替困難な医療の体制整備(心神喪失者等医療観察法や障害者自立支
    援法等）
　②　地域医療計画を踏まえた救命救急、周産期等の救急医療をはじめとした政策医療の推進
    のための対応、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇改善等のための
    体制整備
　③　医師不足解消に向けた取組、医師等の処遇改善及び地域医療との連携強化のための体制
    整備
　  などを行った結果、平成18年度から平成20年度までの3年間で24,020百万円の増となって
  いる。
  引き続き、技能職の退職後不補充、非常勤職員への切替及びアウトソーシング化、非効率病
棟となっている病棟の整理・集約等により人件費削減を図っていくが、国立病院機構としての
役割を果たしていくためには一定の人件費増は避けられないものとなっている。
　また、平成20年度決算の人件費率と委託費率を合わせた率５７．０％は、平成17年度決算
（57.8%）に比べて、０．８％低下しており、人件費増を上回る自己収入を得ている。

（千円）

人件費削減率（補正値）
（％）

人件費削減率
（％）

Ⅳ 法人が必要と認める事項
特になし。

- 14 -


